
　　　　

令和６ 年 12 月 18 日

9 時 0 分から 18 時 0 分まで ○あり なし

健康・生活

運動・感覚

認知・行動

言語
コミュニケーション

人間関係
社会性

法人（事業所）理念

１.知的障害を中心として様々な障害を有する利用者が、働くことをはじめとする主体的活動を推し進める中で、自立した生活を目指す。
２.全ての利用者にとって入所したら入りっぱなしというのではなく、可能な限り多面的な社会参加・進路選択を目指します。
３.施設内活動に止まらず積極的に地域との交流を保証し、利用者個々に応じた職場環境や家庭的生活の実現を目指す。
４.施設に預けっぱなし、あずかりっぱなしにするのではなく、施設と家庭・地域との連携、協力を大切に進めます。
５.地域との交流を積極的に進め、地域に根ざした施設づくりをめざします。
６.何より仲間の発達の可能性を大切にし、科学的に統一した支援を進めるための自覚的な職員集団を確立します。

事業所名 社会福祉法人草笛の会　ふれんずつばさ 作成日支援プログラム

・はじめの会を行うことや、絵カード・写真を使用しての提示により見通しをもった動きが取れるよう配慮し、安定した活動参加に繋げます。
・季節感を感じれる活動（創作、お花見・紅葉・初詣等）を行います。
・紐通しやブロック遊びを通じ、数量、大小、色等への意識・習得に繋げます。

・集団活動を通し、ルールやマナーの習得、対人関係の円滑化や個の表現方法の成長へ繋げます。
・意思形成（おやつや活動の選択）を支援します。
・集団になじめないこどもの個別対応を行います。

・買い物訓練（実際の店舗）を通し、商品を選ぶ自発性・支払いをする社会性を育て、公共の場での約束やルールを理解していきます。
・アタッチメントの形成と安定（必要に応じた個別対応の実施）を図ります。
・気持ちに対する受容を大切にします。

支援方針

１.事業所の従業者は、障害児が日常生活における基本的動作を習得し、集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、
適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとします。
２.事業の実施に当たっては、県、市、他の障害福祉サービス事業者、その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービス提供に努めるも
のとします。

営業時間 送迎実施の有無

主な行事等

・季節行事（お花見・ハロウィン・初詣・豆まき）
・親子イベント（夏休み時・クリスマス会）
・公共交通機関を利用しての外出

家族支援

・関係機関との連携　法人内研修のご案内
・面談（モニタリング時・随時）
・法人内事業所見学（随時）

移行支援

・移行先へ必要に応じて情報提供の実施

地域支援・地域連携

・各関係各所との情報の共有 ・ケース会議・ケア会議等の連携
・地域自立支援協議会への参加
・民生児童委員との交流（６月～１１月／火・木曜日）

職員の質の向上

・内部研修（虐待防止研修・キャリアパス研修）
・外部研修（強度行動障がい支援者養成研修等）

支　援　内　容

・健康状態の維持（利用時の検温）改善（PTによるリハビリ）を行います。
・基本的生活スキルの獲得（制服からの更衣・着替え・手洗いの励行・排泄）を目指します。
・おやつ作り・調理実習（簡単な調理工程の体験）を通し、IADLを高めます。

・リトミック（毎週木曜日／楽器演奏・合奏・音楽鑑賞）を通し、感覚統合や自己表現の発揮を支援します。
・創作（月に一度、季節感を意識した作品創り）陶芸（毎週火曜日／共同作品・個人作品）を通し、指先の巧緻性を高めたり、展示により達成感を感じれるよう支援します。
・駐車場（三輪車・プラズマカー・ボール遊び）公園等野外活動・夏季時のプール活動で身体を沢山動かし気分転換や解放感、外気刺激を得ます。
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